
日米地位協定の運用において裁判権放棄の日米密約の公表と破棄を求め

る意見書 

 

 昨年、日本の研究者の調査により、米国立公文書館の解禁文書から日米地位協

定第１７条の運用に関わる米兵公務外犯罪の第１次裁判権の実質放棄を確認し

た日米秘密取り決めが発見された。１９５３年１０月２８日に開かれた日米合同

委員会裁判権分科会の「非公開議事録」の形式をとって交わされたものである。

この中で日本政府は「日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属あるいは米

軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとっていちじるしく重要と考えられる

事件以外については第１次裁判権を行使するつもりがないと述べることができ

る」と米側に約束している。 

そして、在日米軍法務官事務所国際法主席担当官は、２００１年に発表した論

文で「日本はこの了解事項を誠実に実行してきている」と明言し、密約が現在で

も機能していることを認めている。また、米陸軍法務局の「外国法廷での米兵へ

の刑事裁判権行使資料」のデータは、日本が実際にかなりの比率で裁判権を放棄

していることを裏付けている。 

これらのことは、米軍の犯罪、事故にかかわる日本の裁判権放棄の密約の存在

と密かに運用されている事実を示すものである。これは国民の権利を守るべき日

本に司法の責任を投げ捨てる国の主権の根幹にかかわる大問題である。とりわけ

米軍基地を抱え、米兵による犯罪をはじめ基地の被害が続く沖縄県全域では看過

できない問題である。 

よって、北谷町議会は、町民の生命と財産、権利と人間として尊厳を守るとい

う自治体の責務に基づき、下記のことを日本政府に要請する。 

   

記 

 

 日米地位協定第１７条の運用に関わる米兵公務外犯罪の第1次裁判権の実質 

放棄を確認した日米秘密取り決めの存在を調査し、これを公表し、破棄すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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